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戸塚区品濃町最終処分場技術検討委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条  本委員会は、株式会社三興企業の横浜市戸塚区品濃町最終処分場（以下「処分場」という）の行

政代執行による生活環境の支障の除去を、安全且つ効果的に行うために技術的な事項を検討することを目

的とする。 

 

（検討事項） 

第２条 委員会は、処分場に関する次の技術的事項について検討する。 

（１）廃棄物の飛散を防止するために、必要な措置に関すること。 

（２）急勾配となっている廃棄物法面について、廃棄物の崩落等の危険がない状態にするために必要な措

置に関すること。 

（３）遮水層が不備な部分からの、浸出液による地下水の汚染を防止するために、必要な措置に関するこ

と。 

（４）浸出液による公共用水域の汚染を防止するために、必要な措置に関すること。 

（５）その他、必要な事項の検討、協議に関すること 

 

（組織） 

第３条  委員会は、委員１０人以内をもって組織するものとする。  

２ 委員は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、委員委嘱日から第２条に規定する検討事項の検討の終了日までとする。 

 ただし、委員が欠けた場合は新たに委員を補充する。 

 

（運営） 

第４条  委員会に委員長１人、副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会の運営を主催する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはその職務を代理する。 

５  委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

６ 委員会は、必要に応じて委員以外の専門家からも意見を聴くことができる。 

 

（招集） 

第５条  委員会は、委員長の招集により開催する。 

 

（会議の公開） 

第６条 委員会の会議は、公開する。ただし、委員長は、委員会の会議の一部又は全部の非公開を決定す

ることができる。 

 

 (庶務） 

第７条  委員会の庶務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

２  事務局は、資源循環局適正処理部産業廃棄物対策課に置く。 

 

（その他） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。 

 

      附  則 

（施行期日） 

       この要綱は平成１８年２月９日から実施する。 
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戸塚区品濃町最終処分場技術検討委員会の会議の公開・傍聴規程(案） 
 
 （趣旨） 
第１条 この規程は、戸塚区品濃町最終処分場技術検討委員会設置要綱（平成１８年２月 

９日）に基づき開催する戸塚区品濃町最終処分場技術検討委員会（以下「委員会」という。）

の会議における、公開・傍聴について必要な事項を定めるものとする。 
 
 （会議の公開） 
第２条 委員会の会議は、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12 年２月横浜

市条例第 1 号。以下「情報公開条例」という。）第 31 条及び横浜市審議会等の公開に関

する要綱（平成 12 年６月助役依命通達）、並びに横浜市審議会等の設置及び運営に関す

る要綱（平成９年 11 月総務局通知）の規程を準用し、原則として公開とする。ただし、

情報公開条例第 31 条第１項但し書第２号に規程する事項（以下「非開示情報」という。）

に該当する場合は、あらかじめ委員長は一部または全部の非公開とする。この場合にお

いて、委員長が必要があると認めるときは、出席委員の意見を聴くことができる。 
 
 （資料の配布） 
第３条  委員会を公開した場合は、傍聴者に会議資料を配布するものとする。この場合に

おいて、傍聴者に配布する会議資料の範囲は、委員長が定める。 
 
 （傍聴の手続き） 
第４条  傍聴しようとする者があった場合の手続きは、次のとおりとする。 

(1)  会議の傍聴を希望する者は、あらかじめ傍聴人名簿（様式１）に所定の事項を記入

し、係員の指示により、傍聴席に入らなければならない。 
(2)  会議の傍聴席数は、10 席程度を設けるものとする。 
(3)  会議を傍聴しようとする者の人数が傍聴席数を超える場合においては、先着順によ

るものとする。 
(4)  会議を傍聴しようとする者は、傍聴席に入場するに当たり所持品の検査等に応じる

ことが求められたときは、これに協力しなければならない。 
 
 （傍聴することができない者） 
第５条  次の各号の一に該当する者は、傍聴を認めないものとする。 

(1)  危険物、プラカード、ビラ、拡声器その他会場内に持ち込むことが適当でないもの

を所持する者 
(2)  はちまき、たすきその他これに類するものを着用している者 
(3)  酒気を帯びているもの 
(4)  その他会場における秩序を乱すおそれがあり、傍聴させることが適当でないと認め

られる者 
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 （傍聴人が守るべき事項） 
第６条  傍聴人は、静粛を旨とし、次に係る事項を守らなければならない。 

(1)  委員長の指示に従うこと。 
(2)  会場内において、発言はしないこと。 
(3)  会場における言動に対して拍手をし、又はけん騒な行為を行わないこと。 
(4)  会場において写真等を撮影し、又は会議における発言等を録音しないこと。ただし、

あらかじめ委員長が許可した場合は、この限りでない。 
(5)  その他会場の秩序を乱し、又は会議の進行を妨げる行為を行わないこと。 

 
 （退場措置） 
第７条 傍聴人が前項の規程に違反し、委員長の指示に従わない場合は、委員長は退場を

命じることができる。なお、委員長が退場を命じたときは、傍聴人は、直ちに退場しな

ければならない。 
 
 （委員長のとる臨機の処置） 
第８条  この規程に定めるもののほか、委員長は必要があると認めたときは、臨機に応じ

て必要な処置を執ることができる。 
 
 （会議録） 
第９条  公開された会議の会議録は、委員長が確認した後確定し、確定後１年間、資源循

環局適正処理部産業廃棄物対策課において市民の閲覧に供するとともに、必要な方法で

公開することができる。 
 
  附則 
 （施行期日） 
１ この規程は平成 18 年  月 日から実施する。 



戸塚区品濃町最終処分場概要
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㈱三興企業 産業廃棄物最終処分場 概況図 

 

㈱三興企業 産業廃棄物最終処分場 航空写真 （平成 15 年 2 月 5 日 撮影） 



 

戸塚区品濃町最終処分場事案概要 

 

１ 施設概要等 

（１） 施設の概要 

  設置者：株式会社 三興企業 

       会社設立 昭和49年11月 2日 

       資本金  3,200万円 

       会社所在地 横浜市中区扇町1-1-25 

   設置場所：横浜市戸塚区品濃町1,622－2番地他 

当初設置届出年月日：昭和61年 9月 5日 

施設種類：管理型最終処分場 

埋立の現状：許可容量約74万㎥に対し、約91万㎥の廃棄物が埋め立てられている。 

埋立廃棄物の種類：汚泥、燃え殻、鉱さい、木くず、紙くず、廃石綿等、１３種類 

（２） 処分場施設の主な届出・許可等の経緯 

届出(許可)年

月日 

埋立面積 

 ※（ ）は増加量

埋立容量 

※（ ）は増加量 

備 考 

S61.9.5 18,767㎡  271,520㎥  設置届 

H4.5.25 21,386㎡ (2,619㎡) 515,139㎥ (243,619㎥) 変更届 

H9.12.25 23,899㎡ (2,513㎡) 674,252㎥ (159,113㎥) 変更許可 

H11.6.24 25,914㎡ (2,015㎡) 738,502㎥ ( 64,250㎥) 軽微変更届 

  

２ 事案の概要 

株式会社三興企業（以下、｢事業者｣）は、昭和61年9月、戸塚区品濃町の横浜新道沿いに産

業廃棄物処分場（以下、｢処分場｣）を計画し、本市に廃棄物処理法に基づく『産業廃棄物処

理施設設置届』を提出、本市から『基準適合通知』を受けている。  

昭和62年4月に『産業廃棄物処分業（最終処分）許可』を取得し、処分場での受入を開始し

た。その後、借地範囲を広げ、埋立容量の拡大を行っている。 

平成 7年頃から許可容量の超過が疑われたため、本市は事業者を文書指導している（平成 

7年度～ 8年度の間に高さ是正3回や容量改善1回など）。平成 9年 1月に事業者の測量で容



量超過（許可容量約52万㎥に対し約65万㎥の埋立量）が確認されたため、本市は平成 9年 2

月に事業者あて廃棄物処理法に基づく『措置命令（第１回）』を発令した。この時、事業者

から『産業廃棄物処分業廃止届出書』が提出された。 

また当時、横浜新道改築に伴う道路事業認定が行われ（平成 9年 3月）、処分場の一部に

その道路用地がかかった。事業者はこれを踏まえた事業計画を平成 9年12月に本市に提出す

るとともに、埋立容量を67万㎥とする『産業廃棄物処理施設変更許可』を申請してきた。本

市は、廃棄物を安全な形状に改善するよう『措置命令（第２回）』を発令した上で『産業廃

棄物処理施設変更許可』を出した。 

事業者は平成10年 6月に再び産業廃棄物処分業許可を取得し、廃棄物の受入を再開した。

平成11年 6月には埋立容量を約74万㎥とする『産業廃棄物処理施設変更届』を本市に提出し

た。平成11年 9月頃から再び容量超過が疑われたため、本市は事業者に、平成11年 9月から

翌年12月まで、修景作業や搬入抑制に関する文書指導を計12回行った。平成12年 9月に道路

用地の明渡しが完了し、10月に事業者に測量を実施させた。そこで容量超過（許可容量約74

万㎥に対し約85万㎥の埋立）を確認したため、本市は直ちに受入停止を指導、平成12年12月

に『事業停止命令』を発令した。事業者はこれ以降、廃棄物の受入を停止し改善作業に移っ

たが、作業時の悪臭が周囲に発散したため、本市は、悪臭防止の『改善命令』を同月に発令

した。 

平成13年 3月、本市は事業者に『措置命令（第３回）』を発令し、原状回復を求めたが作

業が進まず、平成14年 1月に『産業廃棄物処分業許可』を取消した。   

なお、平成13年 1月、事業者の社長が交代する一方で、債権者や当時の副社長（技術管理

者）などが 4月に「別会社」を設立し、11月頃からは処分場を自主的に管理し始め、平成14

年10月に措置命令の履行を本市に文書で表明している。以降、本市は別会社に作業履行を指

導したが、平成15年10月に別会社から本市に「これ以上の維持管理はできない」旨の文書が

送付された。 

その後、本市は処分場の監視を強化し、測量・調査による現状の把握や大雨時の対応や周

辺水域への汚染防止など応急措置を取りつつ事業者に履行を催告してきた。 

平成17年度、周辺水への処分場の影響が明らかになり、 7月に事業者への措置命令履行催

告や事業者の主な元役員に同じ内容の措置命令を発令、事業者及び当時の社長を刑事告発し

た。しかし、履行期限の 8月26日を過ぎ、履行催告文書を関係者に送付しても履行の動きが

なく、本市は当事者に履行の意思無しとし、平成17年10月、行政代執行の手続きに着手した。 



３ 指導経緯                                           (○：本市、●：事業者、☆：別会社)  
年 月 事  項 対 応 

昭和 61 年  9 月 ● 「産業廃棄物処理施設設置届」提出 
埋立容量 約２７万㎥（約１．９ｈａ） 

○基準適合通知 

昭和 62 年  4 月 ○ 産業廃棄物処分業(最終処分)許可 ●処分業開始 
昭和 63 年 11 月 ● 「処理施設変更届」提出 

埋立容量 約３２万㎥（約１．９ｈａ） 
○受理（拡張） 
○結果通知 12 月 

平成 2 年  5 月 ● 「処理施設変更届」提出                         
埋立容量 約３８万㎥（約２．１ｈａ） 

○受理（拡張） 
○結果通知 5 月 

平成 4 年  5 月 ●「処理施設変更届」提出 
     埋立容量 約５２万㎥（約２．１ｈａ） 

○受理（拡張嵩上）

○結果通知 6 月 
平成 7～ 8 年度 ○ 文書による指導を行う 

（高さ是正３回、容量超過改善１回など） 
●改善進まず 

平成 9 年  1 月 ● 事業者が測量実施（約６５万㎥）  
2 月 ○ 原状回復のため第１回措置命令を発令 

● 「産業廃棄物処分業廃止届出書」提出          
 
○受理 

12 月 
 
 

○ 安全な形状に改善するため第２回措置命令を発令 
○ 産業廃棄物処理施設変更許可 

埋立容量 約６７万㎥ （約２．４ｈａ） 

 
 

平成 10 年 6 月 ○ 産業廃棄物処分業(最終処分)許可（容量 21,000 ㎥に限る） ●処分業再開 
平成 11 年 6 月 ○ 産業廃棄物処理施設変更届 

埋立容量 約７４万㎥ （約２．６ｈａ） 
○基準適合通知 

平成 11 年  9 月 
～ 12 年 12 月 

○ 修景作業及び搬入抑制について文書指導 １2 回 
 

●搬入を継続 
 

平成 12 年 11 月 ○ 事業者の測量により約２割の埋立量超過判明 
（全体量約８５万㎥）   

●10 月測量実施、

●11 月 6 日付報告 
12 月 ○ 事業停止命令（24 日間）      

○ 改善命令（悪臭防止）                   
●以後、廃棄物の 

受入なし 
平成 13 年  1 月 ● 事業者、社長交代 

○ 本市が測量実施 
（全体量約８４万㎥、修景作業による若干の減量あり) 

修景作業と水処理

は継続 

3 月 
 
 

○ 事業停止命令（3 月 24 日以後業取消しまで３回命令） 
○ 第３回措置命令（廃棄物の飛散防止、法面の崩落防止、地 

下水汚染の防止、浸出液による公共水域の汚染防止） 

 
 
 

平成 14 年 1 月 ○ 産業廃棄物処分業の許可取消  

10 月 ☆ 別会社が第３回措置命令履行作業開始  

平成 15 年  3 月 
 

○ 事業者あてマニフェスト関連の法定の報告を要求 
○ 別会社に第３回措置命令履行状況報告を要求 

●回答なし   
 

5 月 ☆ 別会社、状況報告書提出（全部の履行は困難）  

9 月 ○ 事業者に措置命令の履行催告    
  10 月 ○ 市が測量を実施（全体量約９１万㎥を確認） 

☆ 別会社、履行範囲縮小を表明。水処理運転は継続。 
 

平成 16 年  4 月 
 

 

○ 川上川水質調査実施、結果を記者発表 
○ 事業者あて覆土流出等の支障除去を指示 

 
●「資力なし」と

弁護士口頭回答 
平成 17 年 3 月 ○ 遊水池からの排水の下水道仮排水完了  

6 月 ○ 処分場浸出液が漏洩していることを公表（記者発表）  
7 月 ○ 元役員４名あて措置命令（事業者あて第３回命令と同内容） 

○事業者及び元社長を廃棄物処理法違反容疑で刑事告発 
（11 月、横浜地検から不起訴処分結果通知） 

 
 







BOD COD



処分場敷地外公共用水域の水質　代表データ

項目名 河川水の環境基準 H17.5.11 H17.5.19 H17.9.30 H17.11.28 H17.12.7
ほう素 １以下 7.2 4.2

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 － 23
硝酸・亜硝酸性窒素 10以下 2

pH 6.0以上8.5以下 7.8 7.6
BOD 8以下 15 10
COD － 47 25
SS 100以下 5

ﾌｪﾉｰﾙ類 － 0.17 0.08
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ － 1.7
塩素ｲｵﾝ － 730
ほう素 １以下 1.7 1.4

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 － 0.2
硝酸・亜硝酸性窒素 10以下 0.9

pH 6.0以上8.5以下 7.9 8
BOD 8以下 1.7 3.5
COD － 3.7 5.9
SS 100以下 2

ﾌｪﾉｰﾙ類 － 0 0
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ － 0.4
塩素ｲｵﾝ － 84
ほう素 １以下 19 13 6 8

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 － 34
硝酸・亜硝酸性窒素 10以下 0

pH 6.0以上8.5以下 7.3 7.4 7.6 7.5
BOD 8以下 170 110 78 160
COD － 200 97 75 130
SS 100以下 30

ﾌｪﾉｰﾙ類 － 1.6 1.2 0.89 1.2
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ － 0.8
塩素ｲｵﾝ － 1800 640 890
ほう素 １以下 7.4

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 － 15
硝酸・亜硝酸性窒素 10以下 0.21

pH 6.0以上8.5以下 7.4
BOD 8以下 65
COD － 90
SS 100以下 20

電気電導率 － 330
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ 1以下 0.14
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周辺井戸の水質　全データ 採水年月日 H17.7.12

試料番号 ① ② ③ ④ 地下水の環境基準

井戸の深さ 100m 120m 20m-30m 10m-15m

ほう素 0.08 0.12 0.05未満 0.05未満 １以下

ふっ素 0.2未満 0.2 0.2未満 0.2未満 0.8以下

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 3.1 4.9 0.1未満 0.1未満 －

硝酸・亜硝酸性窒素 0.5未満 0.5未満 1.3 0.5未満 10以下

pH 　8.0（１８℃） 　8.0（16℃） 　6.8（20℃） 　6.3（17℃） －

BOD 1未満 １未満 1 １未満 －

COD 0.6 1.2 0.6 0.8 －

SS １未満 3 3 2 －

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 －

大腸菌群数 不検出 不検出 不検出 8 －

塩素ｲｵﾝ 8.7 5.5 20 15 －

臭気 異常無し 異常無し 異常無し カビ臭（淡黄色） －

試料番号 ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 地下水の環境基準

井戸の深さ 50m 不明 33m 17m

ほう素 0.08 0.05未満 0.06 0.05未満 １以下

ふっ素 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.2未満 0.8以下

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 2.6 0.1未満 1.4 0.1未満 －

硝酸・亜硝酸性窒素 0.5未満 0.6 0.5未満 1.8 10以下

pH 　8.0（17℃） 　6.2（17℃） 　7.7（19℃） 　6.2（17℃） －

BOD １未満 1 １未満 １未満 －

COD 0.8 0.5未満 1.0 0.5未満 －

SS １未満 １未満 １未満 １未満 －

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.002未満 0.002未満 0.002未満 0.002未満 －

大腸菌群数 不検出 不検出 4 20 －

塩素ｲｵﾝ 4.1 9.8 5.1 42 －

臭気 異常無し 異常無し カビ臭 カビ臭 －



処分場敷地内 地下水観測井 採水地点位置図 

３

７ 

１ 

２

処分場拡大に 
伴い撤去 

（平成 10 年 2 月）

積上げ廃棄物の 
崩落により消失 

（平成12年11月）

地下水観測井 No.7 の底部の 

推定構造断面図（模式図） 

コンクリート製
遮水シート溶着 

遮水シート 

不織布 

地下水観測井 No.3 の 

推定構造断面図（模式図） 

ＧＬ 

遮水シート 底盤 

塩化ビニール製 

ＪＲトンネル 

写真撮影方向 

写真撮影方向 



処分場敷地内　地下水観測井　代表データ

採水年月日 地下水の環境基準 H17.5.11 H17.8.9 H17.12.7

ほう素 1以下

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 －

硝酸・亜硝酸性窒素 10以下

pH －

BOD －

COD －

SS －

ﾌｪﾉｰﾙ類 －

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ －

塩素ｲｵﾝ －

ほう素 1以下

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 －

硝酸・亜硝酸性窒素 10以下

pH －

BOD －

COD －

SS －

ﾌｪﾉｰﾙ類 －

溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ －

塩素ｲｵﾝ －

ほう素 1以下 5.6 3.6
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 － 0

硝酸・亜硝酸性窒素 10以下 0.1
pH － 6.7 6.6
BOD － 2.1 2.4
COD － 9.9 9.5
SS － 440

ﾌｪﾉｰﾙ類 － 0.06 0
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ － 1.2
塩素ｲｵﾝ － 470 470
ほう素 1以下 29 26 22

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 － 220 170
硝酸・亜硝酸性窒素 10以下 0.6 0.2

pH － 7.4 7.3 7.3
BOD － 74 82 48
COD － 330 240 320
SS － 85 99

ﾌｪﾉｰﾙ類 － 0.35 0.28 0.4
塩素ｲｵﾝ － 2100 1900 1700

地
下
水
３

地
下
水
７

地
下
水
１

地
下
水
２



処分場敷地内 浸出液及び処理水 採水地点等位置図① 
 

1 

2 

3 

７ 

処分場上部の釜場

処分場入口前の釜場 

当初使用していた浸出液揚水井 

浸出液 No.1 

浸出液 No.3 

浸出液 No.2 地下水 No.7 

原水槽 

予備原水槽 

処理水 

赤枠内の詳細は「処分場敷地内 浸出液及び処理

水 採水地点等位置図②」を参照のこと 



処分場敷地内　浸出液及び処理水 代表データ②（浸出液の細分化後）

採水年月日 排水基準 H17.5.11 H17.8.9 H17.9.28 H17.10.26 H17.11.28 H17.12.7
ほう素 10以下 63 52 75

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（x） 260
硝酸性･亜硝酸性窒素（y） 0

pH 5.8以上8.6以下 7.6 7.6 7.6
BOD 60以下 470 1200 950
COD 60以下 1400 1000 1400
SS 60以下 15

ﾍｷｻﾝ抽出鉱油類 5以下 0
ﾌｪﾉｰﾙ類 0.5以下 3.4 4.9 2.5
総窒素 －

総ﾘﾝ －

塩素ｲｵﾝ － 5900 6400 6100
ほう素 10以下 32 23 38

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（x）

硝酸性･亜硝酸性窒素（y）

pH 5.8以上8.6以下 7.8 7.5 7.6
BOD 60以下 89 72 69
COD 60以下 400 330 390
SS 60以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.5以下 0.54 0.81 0.55
塩素ｲｵﾝ － 2600 2700 2500
ほう素 10以下 57 68 90 87

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（x）

硝酸性･亜硝酸性窒素（y）

pH 5.8以上8.6以下 7.7 7.6 7.8 7.7
BOD 60以下 620 640 660 550
COD 60以下 1100 1000 1500 1500
SS 60以下

ﾍｷｻﾝ抽出鉱油類 5以下

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.5以下 1.9 1.6 5 1.7
塩素ｲｵﾝ － 7800 10000 10000 11000

ほう素 10以下 63
ふっ素 8以下 3.2

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（x） 8.4
硝酸性･亜硝酸性窒素（y） 82

pH 5.8以上8.6以下 7.9
BOD 60以下 11
COD 60以下 290
SS 60以下 7

ﾌｪﾉｰﾙ類 0.5以下 0
塩素ｲｵﾝ － 8500

処
理
水

浸
出
液
№
１

浸
出
液
№
２

浸
出
液
№
３

0.4 x ＋ y　が
100以下

0.4 x ＋ y　が
100以下

0.4 x ＋ y　が
100以下

0.4 x ＋ y　が
100以下



 

  

現 状 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S.61.9 

S.63.12 
H2.5 

H4.6 

原水槽 

曝 気 槽 

一次沈殿槽 

最終処理水槽 

反応槽・凝集槽 

二次沈殿槽 

急速ろ過塔 
活性炭吸着塔① 

活性炭吸着塔② 

 

一次処理水槽 

二次処理水槽 

H9.12 H11.6 

予備原水槽 浸出液 

No.1 

浸出液 

No.2 
地下水 

No.7 

 

浸出液

No.3



 

水 位 測 定 箇 所 概 略 図 

20.3m 

4.6m 4.0m 

24.8m 

地下水観測井 No.7浸出液揚水井 No.1 地下水観測井 No.3浸出液揚水井 No.2

3.5 m 

－7.2 m －6.6 m 

15 m 

<例> 平成 18 年 1 月 27 日の水位 

横浜新道側道 

幼
稚
園
・
調
理
師
学
校 

GL（0m）基準点 ↗ 

浸出液揚水井 No.1 ↓ 

浸出液揚水井 No.2 ↑

地下水観測井 No.3 →

↓地下水観測井 No.7 

A 方向 

B 方向 

上  面  図 

GL 

A 方 向 側 面 図 

B 方 向 側 面 図 



昭和61年9月 平成9年12月 平成11年6月

50cm良質土 50cm良質土
シート シート

不織布 不織布
シート

不織布

（平成10年4月10日付遮水証明書による）

三菱化成（株） シーアイ化成(株）
商品名：ビニカシート(XC)　 商品名：ビノン土木シート
塩化ビニール　t=1.5mm 軟質塩化ビニール t=1.5mm
東レ（株）
商品名：土木工事用マントル
テトロン長繊維不織布　t=3mm

新シート

昭和53年3月 平成元年4月 平成7年4月 平成11年1月

・遮水工必要ない場合
シート

h 不織布又は合成樹脂
シート

シート厚さ

・遮水工必要ない場合 ・遮水シート使用の場合

      h 50cm以上良質土
シート シート

            　　h＝５ｃｍ以上

シート

　　　　　　　　h=50cm以上

・二重シート工法以上の遮水効果を有する工法

・遮水シート使用の場合の仕様は平成元年と同様

・不等沈下、局部大荷重の場合、置換又は地盤改
良　　・湧水によるシート背面水圧に対しては、暗渠
管等地下排水設備
・浸出液集排水設備は遮水ｼｰﾄに不織布で保護又
は砂、土のう敷設

・浸出液集排水設備の仕様は平成元年と同様

透水係数10-7cm/sec以下のｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ
h=3m以上

透水係数10
-7

cm/sec以
下の地層

h=3m以上透水係数10
-7

cm/sec以下の地層

敷砂又は保護ｺﾝｸﾘｰﾄ

・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄと遮水ｼｰﾄ

熱 融 着

・特殊工法は遮水効果が証明　出
来る資料・使用例

透水係数10-6cm/sec以下の粘土その他の材料の層　

　　(昭和61年設置届・施工計画書による）

旧シート

熱 融 着

・二重遮水シート

アスファッルト系以外1.5mm以上

アスファッルト系　　　3.0mm以上

・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄと遮水ｼｰﾄ

旧シート 新シート

指
導
要
綱
に
よ
る
基
準

接
合
方
法

遮 水 構 造 の 変 遷

材
料

構
造

シ
ー
ト

不
織
布

※汚水、地下盲暗渠部分は二重シート





今後の調査方法

資料５



：地下水観測井設置地点（A-1、A-2）

：ボ－リング、地盤調査地点（B-1～5）

＜凡例＞

事務所

汚水処理施設

A-1

A-2

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

図-1 ボ－リング調査、観測井設置地点図

埋設された侵出液採取口 

侵出液採取口 侵出液採取口 

（使用は難しい） 

Ａ部

Ｂ部

Ｃ部  
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